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３. 主要渋滞箇所の特定解除フロー

○主要渋滞箇所の特定解除は、最新交通データによる渋滞状況の検証、現地の渋滞状況の確認、渋滞対策協議会での審議の手順で実施する。
○なお、解除基準に該当しない箇所に関しては、渋滞以外の要因による速度低下があるかどうかを検証の上、上記と同様に現地の状況を確認

し、渋滞対策協議会での審議を経て主要渋滞箇所からの除外を行う。

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所の
解除基準に該当するか

現地の渋滞状況の確認

渋滞対策協議会において審議

主要渋滞箇所から除外

最新交通データによる
渋滞状況検証
（１年間データで検証）

現地の状況確認

継続して検証

該当しない

再検証の必要無し

渋滞している

渋滞していない

＜主要渋滞箇所の解除基準＞
○平日朝（7時～10時）、昼（10時～13時、13時～16時）、夕（16時～19時）
、または休日（ 7時～19時）のいずれかの時間帯において、一方向以上で
旅行速度が20ｋｍ/h以下かつ最も遅い旅行速度方向の渋滞発生頻度が
50％（平日：90分、休日：360分）以上生じていない箇所。

※①再検証を行う箇所
短区間に信号が連続する交差点、流入部が曲線や上り

勾配の交差点など、渋滞以外の要因で常時旅行速度が
低い交差点について、現地状況を確認し、再検証を実施
する。
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